
指定２ 

 

介護サービス事業者の業務管理体制の届出及び整備等について 
 

 
平成２０年の介護保険法改正により、平成２１年５月１日から、介護サービス事業者（以下「事

業者」といいます。）は、法令違守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。 

これは、介護サービス事業者による法令遵守の義務の履行を確保し、不正事案を未然に防止する

ことで、利用者の保護と介護保険事業の健全かつ適正な運営を図ることを目的としたものです。  

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設（以下「事業所

等」といいます。）の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載し

た届出書を、国、都道府県又は保険者に、遅滞なく届け出なければなりません。 

 

 

１ 事業者が整備しなければならない業務管理体制 
（介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の39） 

 

・   

 

 

 

 

 
 

 

 

○ 事業所等の数には、介護予防を含みます。例えば、訪問看護と介護予防訪問看護を併せて行ってい

る事業所は、２とカウントします。 

○ 介護保険法第71条の規定に基づき、保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき、介護保険法の

事業所（居宅療養管理指導、訪間看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション）の

指定があったとみなされる場合は、事業所等の数に含みません。 

○ 総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数に含みません。 

○ 平成30年4月1日から、市町村へ指定権限等が委譲された指定居宅介護支援事業所につきましては、

引き続き業務管理体制の所管は都道府県ですのでご注意願います。 

 

 

２ 届出事項                （介護保険法施行規則第140条の40） 

届出事項 対象となる介護サービス事業者 

① 事業者の 

・名称（法人名） 

・主たる事務所（本社・本部）の所在地 

・代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

・事業所等の名称及び所在地 

全ての事業者 

② 「法令遵守責任者」の氏名及び生年月日 全ての事業者 

③ 「法令遵守規程」の概要 事業所等の数が 20以上の事業者 

④ 「業務執行の状況の監査」の方法の概要 事業所等の数が 100以上の事業者 

 

 

 

 

 

業
務
管
理
体
制
の 

整
備
の
内
容 

  業務執行の状況の

監査を定期的に実

施 

 法令遵守規程（業務が法令に適合すること

を確保するための規程）の整備 

法令遵守責任者（法令を遵守するための体制の確保に係る責任者）

の選任 

事業所

等の数 

１以上 

２０未満 

２０以上 

１００未満 

１００以上 
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３ 届出先        （介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40） 

 

※ 届出先は、事業所等の所在地によって決まるものであり、主たる事務所（本社・本部） 

の所在地で決まるものでないので、注意してください。 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 （注）事業所等が２以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者は、主たる事務所の所在地の

都道府県知事が届出先となります。なお、各地方厚生局の管轄区域は次表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 届出事項の変更     （介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40） 

  ※ 既に届出を済ませた事業者・法人であっても、以下の項目に変更があった場合は、業務 

   管理体制に係る変更届（通常の変更届とは別）が必要となりますので、注意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 届出先は ３ 届出先と同じです。 

区   分 届出先 

① 事業所等が３以上の地方厚生局 

の管轄区域に所在する事業者（注） 

厚生労働大臣 

② 地域密着型サービス事業（介護 

予防を含む。）のみを行う事業者 

であって、全ての事業所等が一市 

町村内に所在する事業者 

市町村長（福岡県介護保険広域連合に加

入している市町村は、福岡県介護保険広

域連合） 

③ 全ての事業所等が一指定都市内 

に所在する事業者 

指定都市の市長（北九州市長又は福岡市

長） 

④ ①～③以外の全事業者 

都道府県知事（福岡県の場合は、所管の

保健福祉（環境）事務所・県庁介護保険

課に提出） 

地方厚生局 管轄区域 

北海道厚生局 北海道 

東北厚生局 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 

関東信越厚生局 
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 

新潟県、山梨県、長野県 

東海北陸厚生局 富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 

近畿厚生局 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

中国四国厚生局 
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、 

愛媛県、高知県 

九州厚生局 
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、 

沖縄県 

変 更 事 項 

１ 法人名称（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

２ 主たる事務所の所在地、電話、ＦＡＸ番号 

３ 代表者氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、生年月日 

４ 代表者の住所、職名 

５ 事業所等の名称及び所在地 

６ 法令遵守責任者の氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、生年月日、所属及び職名 

７ 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 

８ 業務執行の状況の監査の方法の概要 
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５ 届出時点     
(１) 事業所の新規指定に伴い届出が必要となる場合 

⇒ 事業所の新規指定申請時に新規指定申請書類と共に提出してください。 

 

(２) 事業所の変更届出に伴い変更が生じた場合 

⇒ 事業所の変更届出時に変更届出書と共に提出してください。 

 

（３） その他の場合 

⇒ 届出及び変更の届出の必要が生じた時点ですぐに提出してください。 

 

 ※県様式の掲載場所 

  福岡県庁ホームページ 

    トップページ > 健康・福祉 ・子育て> 介護 ・高齢福祉> 介護保険 > 

 介護サービス事業者の業務管理体制の整備について 

 

 

６ 法人としての取組（法令等遵守の態勢） 
  ・法令等遵守：単に法令や通達のみを遵守するのではなく、事業を実施する上で必要な法令の 

目的（社会的要請）や社会通念に沿った適応を考慮したもの。 

  ・態勢：組織の様式（体制）だけでなく、法令等遵守に対する姿勢や体制づくりへの取組 

   「業務管理体制」は、事業者自ら組織形態に見合った合理的な体制を整備するものであり、

事業者の規模や法人種別等により異なります。法令で定めた上記１の内容は、事業者が整備す

る業務管理体制の一部です。体制を整備し、組織として事業者自らの取組が求められます。 

  【取組の内容】 

① 方針の策定 ⇒ ② 内部規程・組織体制の整備（１の体制） ⇒ ③ 評価・改善 

① 方針の策定 

・法令等遵守の状況を的確に認識し、適正な法令等遵守態勢の整備・確立に向けた方針及び

具体的な方策を検討しているか。 

・法令等遵守に係る基本方針を定め、組織全体に周知させているか。 

・方針策定のプロセスの有効性を検証し、適時に見直しているか。 

② 内部規程・組織体制の整備 

・法令等遵守方針に則り、内部規程等を策定させ、組織内に周知させているか。 

・法令等遵守に関する事項を一元的に管理する態勢（体制）を整備しているか。 

・各事業担当部門等に対し、遵守すべき法令等、内部規程等を周知させ、遵守させる態勢を

整備しているか。 

③ 評価・改善 

・法令等遵守の状況を的確に分析し、法令等遵守態勢の実効性の評価を行った上で、問題点

等について検証しているか。 

・検証の結果に基づき、改善する態勢を整備しているか。 

 

 

７ 法令遵守責任者の役割 
  法令遵守責任者が中心となって、６の法令等遵守の態勢についての運用状況を確認し、例えば 

次のような取組を進めてください。 

・「法令等の遵守に係る方針」の制定、全役職員への周知 

・法令（基準）等の情報の収集・周知、サービス・報酬請求内容の確認 

・内部通報、事故報告及び苦情・相談への対応 

・法令遵守等に関する研修の実施、マニュアルの作成       等 
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指定更新事務の概要         指定３ 

 

１ 概要 

○ 介護保険制度の改正に伴い事業者規制の見直しの観点から、指定の更新制(６年間)が導入されま

した。 

○ 指定・許可を受けた全ての介護保険事業所・施設（以下「事業所等」という。）は、当該指定日又

は指定更新日から６年を経過する日が「更新期限」となり、その翌日が「更新予定日」となります。 

 

 (例） 

 指 定 日(新規事業所等) 

指 定 更 新 日  

更 新 期 限 

（有効期限満了日） 

     更 新 予 定 日 

   (有効期限満了日の翌日) 

平成２９年８月１日  令和５年７月３１日  令和５年８月１日  
 
 

２ 指定更新申請・審査 

  指定更新時期を迎える事業所等に対しては、所管する県・市は指定更新申請の案内を行います。 

  指定更新申請書の受理後、所管の県・市は、指定要件の審査を行います。審査に当たっては、新

規指定の申請に係る審査と同様の書類等の審査を行うほか、必要により現地において事業の運営状

況等の審査を行います。(根拠法令：介護保険法第７０条の２、第７０条ほか) 

（１）人員基準：雇用及び勤務形態、加算に伴う人員、資格や研修修了の有無等の確認を行います。 

（２）設備基準：現時点の図面等による施設の利用状況及び施設の保有関係等の確認を行います。 

（３）運営基準：必要に応じて契約書、記録等の確認を行います。 

 なお、休止中の事業所等や指定要件を満たさない事業所等には更新を認めません。 

指定更新申請に当たっては、所管の県・市は手数料を徴収します。この手数料は審査のための手

数料ですので、更新できない場合も返還しません。 
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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等 

ベースアップ等支援加算について 

 

 

１ 加算の基準 

（１）介護職員処遇改善加算 

① 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善(以下「賃金改善」という。) に

要する費用の見込み額が、介護職員処遇改善加算（以下「処遇改善加算」とい

う。）の算定見込み額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づ

き適切な措置を講じていること。 

② 当該事業者において、①の賃金改善に関する計画並びに当該計画に係る実施

期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処

遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事（当該介護サ

ービス事業所等の指定権者が市町村長（特別区長を含む。以下同じ。）である場

合は、市町村長とする。以下同じ。）（以下「都道府県知事等」という。）に届け

出ていること。 

③ 処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。 

④ 当該事業者において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都

道府県知事等に報告すること。 

⑤ 算定日が属する月の前１２月間において、労働基準法、労働者災害補償保険

法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違

反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。 

⑥ 当該事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。 

⑦ キャリアパスに関する要件 

ア キャリアパス要件Ⅰ 

次に掲げる要件の全てに適合すること。 

一 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等の要件（介護

職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。 

二 一に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系（一時金等の

臨時的に支払われるものを除く。）について定めていること。 

三 一及び二の内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備

し、全ての介護職員に周知していること。 

イ キャリアパス要件Ⅱ 

  次に掲げる要件の全てに適合すること。 

一 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資

質向上の目標及びａ又はｂに掲げる具体的な計画を策定し、当該計画に

係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 

      ａ 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を

実施（OJT、OFF-JT 等）するとともに、介護職員の能力評価を行うこ

と。 

      ｂ 資格取得のための支援（研修受講のための勤務シフトの調整、休暇
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の付与、費用（交通費、受講料等）の援助等）を実施すること。 

二 一について、全ての介護職員に周知していること。 

 ウ キャリアパス要件Ⅲ 

次に掲げる要件の全てに適合すること 

一 次のａからｃまでのいずれかに適合すること 

ａ 経験に応じて昇給する仕組みを設けていること。 

「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであるこ

と。 

ｂ 資格等に応じて昇給する仕組みを設けていること。 

        「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などに応じて昇給する仕組

みであること。ただし、介護福祉士資格を有して当該事業者や法人で

就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。 

ｃ 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 

        「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みで

あること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されている

ことを要する。 

二 一について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介

護職員に周知していること。 

⑧ 職場環境等要件 

令和５年度に実施する賃金改善を除く処遇改善の内容を全ての介護職員に

周知していること。この処遇改善については、全体で１以上の取組を行うこと。 

⑨ 加算の算定要件 

    加算を取得するに当たっては、次の区分に応じた要件を満たすこと。 

区分 ①～⑥に掲げる基準 ⑦キャリアパス要件  ⑧職場環境等要件 

加算（Ⅰ） 

適合 

ア、イ、ウを満たす かつ 満たす 

加算（Ⅱ） ア、イを満たす かつ 満たす 

加算（Ⅲ） 
ア、イのいずれかを

満たす 
かつ 満たす 

 

（２）介護職員等特定処遇改善加算 

① 介護職員その他の職員の賃金改善に要する費用の見込み額が、介護職員等特

定処遇改善加算（以下「特定加算」という。）の算定見込み額を上回る賃金改善

に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 

② 当該事業者において、①の賃金改善に関する計画並びに当該計画に係る実施

期間及び実施方法その他の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等特定

処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事等に届け出てい

ること。 

③ 特定加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。 

 ア 賃金改善の対象となるグループ 

     一 経験・技能のある介護職員 
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       介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者を

いう。 

       具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等に

おける勤続年数１０年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人におけ

る経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業所の裁量で設定で

きる。 

     二 他の介護職員 

       経験・技能のある介護職員を除く介護職員をいう。 

     三 その他の職種 

       介護職員以外の職員をいう。 

イ 事業所における配分方法 

     実際に配分するに当たって、アの一～三それぞれにおける平均賃金改善額

等については、以下のとおりとすること。この場合において、それぞれのグ

ループ内での一人ひとりの賃金改善額は、柔軟な設定が可能である。 

     一 経験・技能のある介護職員のうち１人以上は、賃金改善に要する費用

の見込額が月額平均８万円（賃金改善実施期間における平均。以下同じ。）

以上、又は賃金改善後の賃金の見込額（処遇改善加算、介護職員等ベー

スアップ等支援加算を取得し実施される賃金改善の見込額を含む。）が

年額４４０万円以上であること（現に賃金が年額４４０万円以上の者が

いる場合はこの限りではない）。ただし、以下の場合など例外的に当該

賃金改善が困難な場合は合理的な説明を求めるものであること。 

      ａ 小規模事業所等で加算額全体が少額である場合 

      ｂ 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き

上げることが困難な場合 

      ｃ 月額平均８万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業

所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要に

なるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要す

る場合 

     二 当該事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費

用の見込額の平均が、他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の

平均と比較し高いこと。 

     三 他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、その他の職

種の賃金改善に要する費用の見込額の平均の２倍以上であること。ただ

し、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らな

い場合はこの限りでないこと。 

     四 その他の職種の賃金改善後の賃金の見込額（介護職員等ベースアップ

等支援加算を取得し実施される賃金改善の見込額を含む。）が年額４４

０万円を上回らないこと（賃金改善前の賃金（介護職員処遇改善支援補

助金及び介護職員等ベースアップ等支援加算を取得し実施された賃金

改善額を含む。）がすでに年額４４０万円を上回る場合は、当該職員は

特定加算による賃金改善の対象とならない）。 
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④ 当該事業者において、事業年度ごとに職員の処遇改善に関する実績を都道府

県知事等に報告すること。 

⑤ 介護福祉士の配置等要件（特定加算（Ⅰ）の場合のみ） 

    サービス提供体制強化加算の（Ⅰ）又は（Ⅱ）の区分※の届出を行っている

こと。 

    ※訪問介護にあっては特定事業所加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）、特定施設入居者生活

介護等にあってはサービス提供体制強化加算（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）又は入居

継続支援加算（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）、介護老人福祉施設等にあってはサービス

提供体制強化加算（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）又は日常生活継続支援加算（Ⅰ）若

しくは（Ⅱ） 

⑥ 処遇改善加算要件 

    処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅲ）までのいずれかを算定していること（特定加算

と同時に処遇改善加算にかかる計画書の届出を行い、算定される場合を含む。）。 

⑦ 職場環境等要件 

    令和５年度に実施する処遇改善（賃金改善を除く。）の内容を全ての職員に

周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行うこととし、「入

職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支

援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性の向上のた

めの業務改善の取組」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに１以上

の取組を行うこと。 

⑧ 見える化要件 

    特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表してい

ること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得

状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。 

    当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホーム

ページを活用する等、外部から見える形で公表すること。 

⑨ 特定加算の算定要件 

    特定加算を取得するに当たっては、次に掲げる区分に応じた要件を満たすこ

と。 

区分 
⑤介護福祉士の 

配置等要件 

⑥処遇改善加算 

要件 
⑦職場環境等要件 ⑧見える化要件 

特定加算（Ⅰ） 全てを満たす 

特定加算（Ⅱ） 満たさない 満たす 

 

（３）介護職員等ベースアップ等支援加算 

① 介護職員その他の職員の賃金改善に要する費用の見込み額が、介護職員等ベ

ースアップ等支援加算（以下「ベースアップ等加算」という。）の算定見込み額

を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じ

ていること。 

② 当該事業者において、①の賃金改善に関する計画並びに当該計画に係る実施
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期間及び実施方法その他の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等ベー

スアップ等支援計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事等に届け

出ていること。 

③ ベースアップ等加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。 

④ 当該事業者において、事業年度ごとに職員の処遇改善に関する実績を都道府

県知事等に報告すること。 

⑤ ベースアップ等要件 

    介護職員及びその他の職員それぞれについて、賃金改善の合計額の３分の２

以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。 

⑥ 処遇改善加算要件 

    処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅲ）までのいずれかを算定していること（ベースア

ップ等加算と同時に処遇改善加算にかかる計画書の届出を行い、算定される場

合を含む。）。 

 

２ 加算の仕組みと賃金改善等の実施 

（１）加算の仕組み 

   処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算（以下「処遇改善加算等」と

いう。）は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた１月あたりの

総単位数にサービス別加算率（表１参照）を乗じた単位数で算定することとし、

処遇改善加算等は、区分支給限度基準額の算定対象から除外される。 

 

（２）加算の算定額に相当する賃金改善の実施 

 ① 賃金改善の考え方について 

    介護サービス事業者等は、処遇改善加算等の算定額に相当する賃金改善を実

施しなければならない。 

    賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうちから対象とする賃金項目を特定し

た上で行うものとする。この場合、４（２）の特別な事情に係る届出を行う場

合を除き、特定した賃金項目を含め、賃金水準（賃金の高さの水準をいう。以

下同じ。）を低下させてはならない。また、安定的な処遇改善が重要であること

から、基本給による賃金改善が望ましい。 

  ② 賃金改善の見込額について 

    賃金改善の見込額の推計方法は問わないが、処遇改善加算等を原資として行

う各職員の賃金改善の見込額を積み上げて計算するなど合理的な方法によっ

て推計すること。 

  ③ 加算以外の部分で賃金水準を引き下げないことの誓約 

    処遇改善加算等の要件を満たすためには、処遇改善加算等による賃金改善以

外の部分で賃金水準を引き下げないことについて誓約すること。なお、「処遇

改善加算等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げない」とは、「本

年度の賃金の総額」から「本年度の各加算による賃金改善所要額の総額」を除

いた額と、「前年度の賃金の総額」から「前年度の各加算額及び独自の賃金改善

額」を除いた額を比較し、前者の額が後者の額を下回らない（加算等の影響を
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除いた賃金水準を引き下げない）ことをいう。 

  ④ 賃金改善に係る留意点 

処遇改善加算等を取得した介護サービス事業者等は、処遇改善加算等の算定

額に相当する賃金改善の実施と併せて、取得する加算に応じた基準を満たす必

要があるが、当該取組に要する費用については、算定要件における賃金改善の

実施に要する費用に含まれないものであることに留意すること。 

 

３ 処遇改善加算等の届出 

  処遇改善加算等の算定を受けようとする介護サービス事業者等は、算定を受けよ

うとする月の前々月末日までに、介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス

事業所等の所在する都道府県知事等に処遇改善加算等の届出を提出するものとす

る。 

  なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等にあっては、

一括して別紙様式２－１の介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画

書・介護職員等ベースアップ等支援計画書（以下「計画書」という。）を作成し、別

紙様式２－２、２－３又は２－４に含まれる介護サービス事業者等の指定権者であ

る都道府県知事等に、別紙様式２－１から２－４を届け出るものとする。 

処遇改善加算等の内容の詳細・様式は、県ホームページに掲載 

 トップページ＞健康・福祉・子育て＞介護・高齢者福祉＞介護保険＞一般情報「令

和５年度介護職員処遇改善加算等の届出方法の御案内（介護保険）」 

 

４ 変更等の届出 

（１）変更の届出 

介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変

更（次の①から⑥までのいずれかに該当する場合に限る。）があった場合には、次

の①から⑥までに定める事項を記載した別紙様式４の変更にかかる届出書（以下

「変更届出書」という。）を届け出ること。 

また、⑤及び⑥にかかる変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、

⑤及び⑥に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出ること。 

  ① 会社法による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場

合は、変更届出書及び計画書を提出すること。 

  ② 複数の事業所を一括して届出をしている事業者において、当該届出に関係す

る介護サービス事業所等に増減（新規指定、廃止等の事由による）があった場

合は、変更届出書及び以下に定める書類を提出すること。 

   ・処遇改善加算については、計画書の２（２）及び別紙様式２－２ 

   ・特定加算については、計画書の２（２）及び４（１）並びに別紙様式２－３ 

   ・ベースアップ等加算については、計画書の２（２）及び５（１）並びに別紙

様式２－４ 

  ③ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更（該当する加算の区分に変更が

生じる場合に限る。）があった場合は、キャリアパス要件の変更に係る部分の

内容を変更届出書に記載し、計画書の２（２）及び３（１）並びに３（２）及
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び別紙様式２－２を提出すること。 

  ④ 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区

分に変更が生じる場合は、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容を

変更届出書に記載し、計画書の２（２）及び４（１）並びに別紙様式２－３を

提出すること。 

    なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないこ

とにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常

態化し、３か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行うこと。 

  ⑤ 就業規則を改正（介護職員の処遇に関する内容に限る。）した場合は、当該改

正の概要を変更届出書に記載すること。 

  ⑥ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更（処遇改善加算（Ⅲ）を算定し

ている場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等

要件の要件間の変更が生じる場合に限る。）があった場合は、キャリアパス要

件等の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載すること。 

 

（２）特別な事情に係る届出 

   事業の継続を図るために、介護職員（特定加算又はベースアップ等加算を取得

し、その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、

その他の職種の職員を含む。以下この４において同じ。）の賃金水準（加算による

賃金改善分を除く。以下この４において同じ。）を引き下げた上で賃金改善を行

う場合には、別紙様式５の特別な事情に係る届出書（以下「特別事情届出書」と

いう。）により、次の①から④までに定める事項について届け出ること。なお、年

度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇

改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出

する必要がある。 

① 処遇改善加算等を取得している介護サービス事業所等の法人の収支（介護事

業による収支に限る。）について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営

が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等

の状況にあることを示す内容 

②  介護職員の賃金水準の引下げの内容 

③ 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み 

④ 介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得てい

ること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等 

 

５ 賃金改善の実績報告 

（１）処遇改善加算等共通事項 

処遇改善加算等を取得した介護サービス事業者等は、各事業年度における最終

の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、次の一及び二並びに（２）、（３）、

（４）に掲げる事項について、別紙様式３－１及び３－２の介護職員処遇改善実

績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書・介護職員等ベースアップ等支援

実績報告書（以下「実績報告書」という。）を作成のうえ、都道府県知事等に対し
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て提出し、５年間保存することとする。 

一 加算額以上の賃金改善について 

各加算について、各加算による賃金改善所要額（②）が、処遇改善加算等の

加算の額（①）以上であることを確認するため、以下の事項の記載を求める。 

① 処遇改善加算等の加算の額（別紙様式３－１の２（２）①） 

② 各加算による賃金改善所要額（別紙様式３－１の２（２）②） 

二 加算以外の部分で賃金水準を引き下げないことについて 

加算全体について、当該年度の加算の影響を除いた賃金額（①）が前年度の

加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額（②）以上であることを確認す

るため、以下の事項の記載を求める。 

① 当該年度の加算の影響を除いた賃金額 

ア 本年度の賃金の総額（別紙様式３－１の２（３）①ア） 

       加算の配分対象とした全ての職員（介護職員及びその他の職種）の賃金

の総額を記載すること。（処遇改善加算、特定加算、ベースアップ等加算の

算定により実施した賃金改善の所要額を含む額を記載すること。） 

イ 本年度の加算による賃金改善所要額の総額（別紙様式３－１の２（３） 

①イ） 

② 前年度の加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額 

ア 前年度の賃金の総額（別紙様式３－１の２（３）②ア） 

       加算を取得する前年度（４月～３月）の実績値について、加算等の配分

対象としたすべての職員（介護職員及びその他の職種）の賃金の総額を記

載すること。（処遇改善加算、特定加算、ベースアップ等加算及び処遇改善

支援補助金の算定・取得により実施した賃金改善の所要額を含む額を記載

すること。）ただし、職員構成が変わった等の事由により、例えば、本年度

に入職（退職）した職員と同等の賃金水準の職員が前年度から在籍してい

た（いなかった）ものと仮定して計算するなどの方法により、今年度との

比較に適した値に修正することが可能である。 

イ 前年度の処遇改善加算の総額（別紙様式３－１の２（３）②イ） 

ウ 前年度の特定加算の総額（別紙様式３－１の２（３）②ウ） 

エ 前年度のベースアップ等加算の総額（別紙様式３－１の２（３）②エ） 

イからエには、加算を取得する前年度（４月～３月）の実績値について、

都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算

等総額のお知らせ」「介護職員処遇改善支援補助金 支払額通知書」に基

づき記載すること。ただし、エについて、令和４年４月サービス提供分の

介護職員処遇改善支援補助金の額は、令和４年５月審査分（２～４月サー

ビス提供分）の額を３等分して推計すること。 

オ 前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額（別紙様式３－１

の２（３）②オ） 

独自の賃金改善額とは、本実績報告書の提出年度における独自の賃金改

善分（初めて処遇改善加算を取得した年度以降に新たに行ったものに限る。

処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算そのものの配分を除く。）
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をいうものであり、処遇改善加算等の加算額を超えて賃金改善を行った場

合にはその金額も含む。なお、オに計上する金額がある場合には、必ず別

紙様式３－１の３（４）に、支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容を

記載すること。 

 

（２）介護職員処遇改善加算 

一  処遇改善加算の総額（別紙様式３－１の２（２）①） 

二 賃金改善所要額（別紙様式３－１の２（２）②） 

各介護サービス事業所等において、賃金改善実施期間における処遇改善加算

の算定により実施した介護職員の賃金改善の総額（当該賃金改善に伴う法定福

利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。）を計算し、別紙様式３－１

の２（２）②に直接記載すること。 

  三 職場環境等要件に基づいて実施した取組（別紙様式３－１の３（３）） 

 

（３）介護職員等特定処遇改善加算 

一  特定加算の総額（別紙様式３－１の２（２）①） 

二 賃金改善所要額（別紙様式３－１の２（２）②、３（１）③） 

各介護サービス事業所等において、賃金改善実施期間における特定加算の算

定により実施した介護職員及びその他の職員の賃金改善の総額（当該賃金改善

に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。）をグループ

ごとに分けて計算し、別紙様式３－１の３（１）③に直接記載すること。 

  三 グループごとの平均賃金改善額（別紙様式３－１の３（１）④） 

    各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改善に要

するグループごとの平均額（二の額をａで除したもの。）をいう。 

   ａ 当該グループの対象人数（原則として常勤換算方法によるものとする。た

だし、その他の職種については、常勤換算方法のほか、実人数による算出も

可能とする。）（別紙様式３－１の３（１）②） 

  四  「経験・技能のある介護職員」のうち、月額８万円の改善又は改善後の賃

金が年額４４０万円以上となった者の数（当該者を設定できない場合はその

理由を記載すること。改善後の賃金については、処遇改善加算等を取得し実

施される賃金改善額を含む。）（別紙様式３－１の３（１）⑧） 

  五 職場環境等要件に基づいて実施した取組（別紙様式３－１の３（３）） 

 

（４）介護職員等ベースアップ等支援加算 

一  ベースアップ等加算の総額（別紙様式３－１の２（２）①） 

二 賃金改善所要額（別紙様式３－１の２（２）②、３（２）） 

各介護サービス事業所等において、賃金改善実施期間におけるベースアップ

等加算の算定により実施した介護職員及びその他の職員の賃金改善の総額（当

該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。）

を計算し、別紙様式３－１の３（２）に介護職員とその他の職員ごとに直接記

載すること。 
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  三 ベースアップ等による賃金改善額等（別紙様式３－１の３（２）） 

    二のうち、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げによる賃金改善

額及び他の賃金項目による賃金改善額であって、介護職員とその他の職員ごと

の総額をいう。 

 

６ 処遇改善加算等の停止 

都道府県知事等は、加算を取得する介護サービス事業者等が次の①又は②に該当

する場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還させる

こと又は加算を取り消すことができる。 

  例年、実績報告書の提出期限までに提出がなく、再三の督促にもかかわらず長期

間にわたって実績報告書の提出がないケースが生じている。実績報告書の提出は処

遇改善加算等の基準の一つであり、提出がない場合は要件を満たしていないとして

返還の対象となることに留意すること。 

なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等（法人である

場合に限る。）であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業

所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施する。指定

権者間の協議に当たっては、都道府県知事等が調整を行う。 

① 加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引き下げを行

いながら特別事情届出書の届出が行われていない等、算定要件を満たさない場合 

② 虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合   

 

７ 賃金改善方法の周知について 

処遇改善加算等の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方

法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容について

も職員に周知すること。 

職員から「自分に処遇改善加算が支払われていない」という、都道府県知事等へ

の問い合わせが増加しているが、基本給のベースアップや賞与で支払われている場

合等に、その周知が十分でなく、支払われていないと誤解されていることが多いの

ではないかと思われる。 

職員に対する周知を徹底するとともに、職員から加算に係る賃金改善に関する照

会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるな

どして分かりやすく回答すること。 
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 表１ 加算算定対象サービス 

サービス区分 

介護職員処遇改善加算 
介護職員等 

特定処遇改善加算 

介護職員等 

ベースアップ等 

支援加算 

キャリアパス要件等の適合状況に

応じた加算率 

サービス提供体制 

強化加算等の算定状況

に応じた加算率 
介護職員 

処遇改善 

加算(Ⅰ) 

に該当 

（ア） 

介護職員 

処遇改善 

加算(Ⅱ) 

に該当 

（イ） 

介護職員 

処遇改善 

加算(Ⅲ) 

に該当 

（ウ） 

介護職員等 

特定処遇 

改善加算

(Ⅰ) 

に該当 

介護職員等 

特定処遇 

改善加算

(Ⅱ) 

に該当 

・訪問介護 

・夜間対応型訪問介護 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

13.7% 10.0% 5.5% 6.3% 4.2% 2.4% 

・（介護予防）訪問入浴介護 5.8% 4.2% 2.3% 2.1% 1.5% 1.1% 

・通所介護 

・地域密着型通所介護 
5.9% 4.3% 2.3% 1.2% 1.0% 1.1% 

・（介護予防）通所リハビリテーション 4.7% 3.4% 1.9% 2.0% 1.7% 1.0% 

・（介護予防）特定施設入居者生活介護 

・地域密着型特定施設入居者生活介護 
8.2% 6.0% 3.3% 1.8% 1.2% 1.5% 

・（介護予防）認知症対応型通所介護 10.4% 7.6% 4.2% 3.1% 2.4% 2.3% 

・（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

・看護小規模多機能型居宅介護 
10.2% 7.4% 4.1% 1.5% 1.2% 1.7% 

・（介護予防）認知症対応型共同生活介護 11.1% 8.1% 4.5% 3.1% 2.3% 2.3% 

・介護福祉施設サービス 

・地域密着型介護老人福祉施設 

・（介護予防）短期入所生活介護 

8.3% 6.0% 3.3% 2.7% 2.3% 1.6% 

・介護保健施設サービス 

・（介護予防）短期入所療養介護（老健） 
3.9% 2.9% 1.6% 2.1% 1.7% 0.8% 

・介護療養施設サービス 

・（介護予防）短期入所療養介護（病院等

（老健以外）） 

・介護医療院サービス 

・（介護予防）短期入所療養介護（医療院） 

2.6% 1.9% 1.0% 1.5% 1.1% 0.5% 

 
 

 表２ 加算算定非対象サービス 

サービス区分 加算率 

・（介護予防）訪問看護 

・（介護予防）訪問リハビリテーション 

・（介護予防）福祉用具貸与 

・特定（介護予防）福祉用具販売 

・（介護予防）居宅療養管理指導 

・居宅介護支援 

・介護予防支援 

０％ 

 

44



 

 

 表３－１ キャリアパス要件等の適合状況に応じた区分＜処遇改善加算＞ 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 
キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、キャリアパス要件Ⅲ、職場環境等要件の

全てを満たす対象事業者 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 
キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の全てを満たす対

象事業者 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 
キャリアパス要件Ⅰ又はキャリアパス要件Ⅱのどちらかを満たすことに加え、職

場環境等要件を満たす対象事業者 
 
 
表３－２ サービス提供体制強化加算等の算定状況に応じた区分＜特定加算＞ 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 
介護福祉士の配置等要件、処遇改善加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全

てを満たす対象事業者 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 
処遇改善加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たす対象事業者  

 
 
 
 表４ 職場環境等要件 

区分 内容 

入職促進に向けた取組 

法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕
組みなどの明確化 

事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 

他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらな
い幅広い採用の仕組みの構築 
職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の
実施 

資質の向上やキャリアアッ

プに向けた支援 

働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門
性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービ
ス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 

研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 

エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポート等をする担当者）制度等導入 

上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な
相談の機会の確保 

両立支援・多様な働き方の推

進 

子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事
業所内託児施設の整備 
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希
望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 

有給休暇が取得しやすい環境の整備 

業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 

腰痛を含む心身の健康管理 

介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト
等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施 
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のため
の休憩室の設置等健康管理対策の実施 

雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施 

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 

生産性向上のための業務改

善の取組 

タブレット端末やインカム等のＩＣＴ活用や見守り機器等の介護ロボットやセ
ンサー等の導入による業務量の縮減 
高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労
務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供）等による役割分担の明確化 
５S 活動（業務管理の手法の１つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとっ
たもの）等の実践による職場環境の整備 

業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 

やりがい・働きがいの醸成 

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職
員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 
地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や
住民との交流の実施 

利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 

ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 
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感染症対策等について 
 

高齢者は、感染症等に対する抵抗力が弱く、また、罹患することにより重篤化しやすいことから、特に注

意が必要であり、介護サービス事業所においては、感染症の発生及びまん延の防止について必要な措置を講

じる必要があります。 

下記のホームページは、感染症対策等に関する厚生労働省等のホームページになりますので、最新の情報

を随時確認し、事業所での対策に役立ててください。 

また、県及び各保険者のホームページ等にも、各種情報が掲載されていますので、参考にしてください。 

 

１ 衛生管理 

 ○社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について 

  （平成17年２月22日老発第0222001号厚生労働省老健局長等連盟通知） 

  https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/norovirus/dl/h170222.pdf 

○厚生労働省 高齢者介護施設における感染対策マニュアル（2019年３月） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/ind
ex_00003.html 

   

２ 新型コロナウイルス 

 〇新型コロナウイルス感染症対策（内閣官房) 

https://corona.go.jp/ 

〇新型コロナウイルス感染症について（厚労省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

〇新型コロナウイルスに関する Q＆A  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html 

〇新型コロナウイルスに関する相談・医療の情報や受診・相談センターの連絡先 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-

kikokusyasessyokusya.html 

〇介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html 

 〇介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatom

e_13635.html 

〇介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureish

a/douga_00002.html 

※ 新型コロナウイルスの発生に備え、各事業所においても実際に新型コロナウイルスが発生したと

きに適切に対応できるよう「事業継続計画」を策定してください。事業継続計画の策定について

は、新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン等を参考にしてください。 

 

３ 新型インフルエンザ関連 

○厚生労働省：新型インフルエンザA(H1N1)pdm09対策関連情報 （２００９年時点） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-

kansenshou04/index.html 

○内閣官房：新型インフルエンザ等対策 

http://www.cas.go.jp/jp/influenza/index.html 
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○厚生労働省：特定接種（国民生活・国民経済安定分野） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108661.html 

〇社会福祉施設・事業所における新型インフルエンザ等発生時の業務継続ガイドライン 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108629.html  

 

４ ノロウイルス 

○厚生労働省：感染性胃腸炎（特にノロウイルス）について 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/norovirus/ 

○厚生労働省：ノロウイルスに関するＱ＆Ａ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/kanren/yob

ou/040204-1.html 

 

５ インフルエンザ 

○厚生労働省：令和４年度 今冬のインフルエンザ総合対策について 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/influenza/index.html 

 ○厚生労働省：インフルエンザ施設内感染予防の手引き（平成 25年11月改訂） 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/tebiki.pdf 

○厚生労働省：令和４年度インフルエンザＱ＆Ａ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-

kansenshou/infulenza/QA2022.html 

６ 結核 

 ○厚生労働省：結核（BCGワクチン） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-

kansenshou03/index.html 
 
７ レジオネラ症 

○厚生労働省：レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針（厚生労働省告示第264号） 

 ※（平成 30 年８月３日厚生労働省告示第 297 号により一部改正） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/rezionerashishin.pdf 

○厚生労働省：循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル（令和元年12月17日改正） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000577571.pdf 

 

８ 食中毒 

○厚生労働省：食中毒 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/ 
 
９ 麻しん（はしか）・風しん 

○厚生労働省：麻しんについて 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-

kansenshou/measles/index.html 

○厚生労働省：風しんについて 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-

kansenshou/rubella/ 
 
10 熱中症 

○厚生労働省：熱中症関連情報 
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/ 

○厚生労働省：熱中症予防のために（リーフレット） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000813070.pdf 

11 ヒートショック 

○ヒートショックを予防しましょう 

 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/heatshock2.html 

○東京都健康長寿医療センター研究所：ヒートショックを防止しましょう（リーフレット） 

https://www.tmghig.jp/research/cms_upload/heatshock.pdf 
 
12 ＨＩＶ／エイズについて 

 ○厚生労働省：ＨＩＶ／エイズ予防対策 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-

kansenshou/aids/ 
 
13 大気汚染（PM2.5、光化学オキシダント等） 

○福岡県：福岡県の大気環境状況 

http://www.taiki.pref.fukuoka.lg.jp/homepage/Jiho/OyWbJiho01.htm 

○福岡県：微小粒子状物質（PM2.5）に係る注意喚起について 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/pm25-tyuuikanki.html 

○福岡県：光化学オキシダント注意報について 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/ox-chui.html 

 

○北九州市：PM2.5とは 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/00600065.html 

○北九州市：黄砂について 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/00600300.html 

 

○福岡市：福岡市PM2.5予測情報 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/k-hozen/life/kankyohozen/PM25information.html 

○福岡市：福岡市黄砂情報 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/k-hozen/life/kankyohozen/kousajouhou_2_2.html 

 

○久留米市：PM2.5・光化学オキシダント 

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2030kankyougomi/3143pm25/ 
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口腔ケアについて 
 

事業所からの事故報告によると、例年、利用者の誤嚥事故が多く発生しています。誤嚥性肺炎を予防するた

めには、日常生活における口腔ケアが重要となります。 

 福岡県では、高齢者施設における専門的口腔ケアの定着を目的に、口腔ケア定着促進事業に取り組んでおり、

福岡県歯科医師会に委託して、施設職員に対する研修を実施しています。 

 

以下に口腔ケア関連のウェブサイトを紹介いたします。事業所での対策にお役立てください。 

 

○要介護高齢者の口腔ケア ｅ-ヘルスネット（厚生労働省） 

 https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/teeth/h-08-003.html 

 

○8020推進財団 

https://www.8020zaidan.or.jp/index.html 
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人権啓発について  

 

県では、これまで人権教育・啓発に関する施策を総合的

に推進しているところですが、依然として、社会の様々な場

面で、偏見や差別が存在しています。 

このリーフレットでは、近年の人権侵害の状況や、本県

で発生した人権侵害の実例をご紹介しております。 

県民の皆さんが人権問題を考える参考にしていただけ

れば幸いです。 

 

令和５年３月 

福岡県福祉労働部 人権・同和対策局 

人権が尊重される社会を目指して 

～県内で発生した人権侵害～ 
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人権侵害の状況 

 

人権侵害の疑いがあるとして、令和４年に全国の法務局が調査を行った「人権侵犯事

件」は約７，８５９件で、前年に比べ７２２件（８,４％）減少しています。このうち、

インターネットを利用した人権侵犯事件は１,０８７件で、前年に比べ１６,７％減少して

います。また、学校におけるいじめ事案は１，０４７件（対前年比１０，４％減少）で、

全事件数の１３，３％を占め、依然として高い水準で推移しています。 

 

 

 

 

 

～あなたは、これまで人権を侵害されたことがありますか？～ 

 

令和３年度に実施した「人権問題に 
関する県民意識調査」では、「これまで 
に受けた人権侵害」として 

◆「職場等での不当な待遇や上司の
言動による嫌がらせ」  １９．２% 

◆「あらぬ噂や悪口による、名誉信用
などの侵害」       １９．０％ 

◆「地域・家庭・職場などにおける暴
力・脅迫・仲間はずれ・無理じい・ 
嫌がらせ」      １６．８％ 

がワースト３となっています。 

※ 「配偶者や恋人等からの暴力
（ＤＶ）」（4.1％）など、一見小
さい割合のようですが、福岡県の
有権者 423万人を母集団とする調

査結果ですから、統計上は県全体
で約 17万人前後がＤＶの被害を
受けたことになります。  

 

法務省：人権侵犯事件（令和 4年） 

福岡県：人権問題に関する県民意識調査（令和３年度） 

その他

人権を侵害されたことはない

回答なし

配偶者や恋人等からの暴力
（ドメスティック・バイオレンス）

特定の人にしつこくつきまとわれること
（ストーカー）

インターネットによるプライバシーの侵害

インターネット以外でのプライバシーの侵

害

保護者からの虐待（児童虐待）

養護者等からの虐待（高齢者虐待）

公的機関や企業などによる不当な扱い

職場等での不当な待遇や上司の言動
による嫌がらせ（パワーハラスメント）

あらぬ噂や悪口による、名誉・信用
などの侵害

地域・家庭・職場などにおける暴力・

脅迫・仲間はずれ・無理じい・嫌がらせ

性的嫌がらせ
（セクシュアルハラスメント）

信条・性別・社会的身分などのちがいによ

る不平等や不利益な扱いなどの差別待遇

6.7

56.1

0.8

0.3

1.3

1.2

1.6

2.8

3.2

5.2

5.2

2.6

14.2

16.5

12.4

6.8

54.9

1.7

0.1

1.5

1.3

2.3

3.1

3.0

5.2

4.0

3.6

14.1

15.6

16.5

3.9

52.2

1.6

0.3

1.9

2.0

2.7

3.3

4.1

5.1

5.1

5.2

16.8

19.0

19.2

0% 20% 40% 60%

2021年度全体 (N=1876)

2016年度全体 (N=1,954)

2011年度全体 (N=2,107)

複数回答（○はいくつでも）

単位：件

平成２９年 平成３０年
平成３１/
令和元年

令和２年 令和３年 令和4年

事件総数 19,533 19,063 15,420 9,589 8,581 7,859

（インターネット上の人権
侵害情報に関する事件）

(2,217) (1,910) (1,985) (1,693) (1,306) (1,087)

（学校における
いじめ事案）

(3,169) (2,955) (2,944) (1,126) (1,169) (1,047)
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事例１：障がいのある人の人権 

障がい者就労支援施設における暴行事件 

平成２５年２月、県内の障がい者施設の男性職員が利用者に対する暴行容疑

で逮捕されました。また、逮捕後、この容疑者は他県の系列施設でも障がいの

ある人にさまざまな虐待などを行っていたこともわかっています。 

障がい者施設は、障がいのある方々が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生

活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として設置され

ているものです。そのような施設において、虐待行為が起こることは断じてあって

はならないことです。 

 

県では、毎年、障がい者施設の管理者や従事者に対して、障害者基本法や障

害者虐待防止法の周知徹底、障がいのある人の権利擁護などについて、研修

を実施するとともに、施設内においても改めて研修の実施を促すなど指導を行っ

てきたところです。 

この事件を踏まえ、障がい者施設の職員に対する虐待の実例を交えた指導の

実施、障害者施設における虐待防止体制の整備の推進など、再発防止のため

の取組を進めています。 

発生場所 NPO 法人が運営する 障がい 福祉サービス事業所 

加害者 同施設の男性職員 

虐待の内容 

（逮捕容疑） 

・男性利用者の頭の上に的を置き、千枚通しでダーツをした 

・エアガンで撃つ 等 

■ 障がい者虐待事件の概要 

福岡県の取組 

[ 新聞見出し（ H25.2.10 ） ] 
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事例２：こどもの人権 

 

令和３年３月、県内で、自身の子どもの食事を制限して低栄養状態に

して死なせたとして、母親とその知人が保護責任者遺棄致死容疑で逮捕

されました。 

亡くなった子どもは、食事を抜かれるなどの虐待を日常的に受けてい

たとみられています。 
 

 

県では、児童相談所の相談援助体制を強化するため、児童虐待防止法が

改正された平成２８年から令和４年度までに、県内６つの児童相談所の児

童福祉司を７３名から１３８名と大幅に増員するとともに、保健師、警察

官、弁護士を配置するなど、体制強化を図ってきました。 

これからも、子どもが虐待を受けることなく安心して暮らせる社会づく

りを進めるため、児童虐待の発生予防から、早期発見・早期対応、再発防

止にいたるまでの切れ目のない取組を実施します。

 
 

 

母と知人による児童虐待事件 

福岡県の取組 

【 西日本新聞ニュース 】 
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事例３：高齢者の人権 

認知症の父親に対する高齢者虐待 

 
[新聞見出し（H22.11.10）]

  

 

県では、高齢者保健福祉計画を３年ごとに策定して、県や市町村が目指

すべき基本的な政策目標を定め、取り組むべき施策の方向を明らかにして

います。 

第９次福岡県高齢者保健福祉計画（令和３年度～令和５年度）では、

「高齢者がいきいきと活躍でき、医療や介護が必要になっても、住み慣れ

た地域で安心して生活できる社会づくり」を基本理念としています。 

この中で、高齢者が尊厳を尊重されながら地域で安心して生活できるよ

う、虐待防止対策や認知症高齢者を支える体制づくりを進めています。 

県内における養介護施設従事者等による虐待 

 

福岡県の取組 

約３年前から認知症で動作が不自由になった父親に 

腹を立て、日常的に暴力をふるい、顎の骨を折るなどの 

重傷を負わせた虐待行為でした。 

父親に対する暴行と傷害の疑いで逮捕されました。 

平成２２年１１月、県内の男性が同居する７６歳の 
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事例４：部落差別事案 

部落差別（同和問題）に関する差別落書き等 

令和３年６月、県内の公共施設で、悪質な部落差別落書きが発見されて

います。 

また、差別メモを児童・生徒が通学中に拾得する事件や、インターネッ

ト上での差別書込みが発生しています。 

インターネットの動画サイトでは、特定の地域を同和地区であると指摘

する動画を配信するといった事案も発生しています。 
 

 

部落差別は、人の心を傷つけるだけでなく、憲法で保障された基本的人

権を侵害する行為であり、決して許すことのできないものです。県では、

法務局や県内市町村と連携しながら、部落差別のない社会の実現に向け、

教育・啓発を進めています。 

部落差別を解消するためには、全ての人が人権尊重の意識を持ち、行動

や態度、言葉で表していくことが必要です。県や市町村などで開催されて

いる研修会や講演会に積極的に参加いただき、この問題について理解を深

めてくださるようお願いします。 

 

国は、平成２８年に部落差別解消推進法を施行し、県においても平成

３１年に部落差別解消推進条例を施行しています。 

今後も、条例に基づき、県民一人ひとりが部落差別の解消に関し理解

を深めていただけるよう啓発に努め、部落差別のない社会の実現に向け

取り組んでいきます。 

福岡県の取組 
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昭和４４（１９６９）年制定の「同和対策特別事業措置法」以降、

３０有余年にわたり部落差別（同和問題）の解消に向けた取組が進め

られました。 

福岡県においても同和対策事業の実施によって、劣悪であった同和

地区の生活環境は大きく改善され、奨学金制度の充実など教育への取

り組みによって、「不就学児童・生徒」や「非識字」の問題も解消に向

かい、高等学校等への進学率も上昇するなど、同和地区住民の生活実

態も大きく変わりました。 

しかし、同和地区住民の産業・労働問題については今なお重い課題

が残されているほか、福岡県が実施している「県民意識調査」にも一

部あらわれているように、結婚に際して、あるいは住宅を選ぶ際の忌

避意識、さらにはインターネット上での書込みなど、さまざまな形で

の差別事案が後を絶たない厳しい現実があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 

 

 

 

 

 

福岡県福祉労働部人権・同和対策局 

福岡市博多区東公園７番７号 

℡ 092-643-3325 

部部 落落 差差 別別 （（ 同同 和和 問問 題題 ））  

――みみんんななのの力力でで差差別別ををななくくそそうう――  

 

 私たちは、「差別はいけないことだ」ということはよく知っています。し

かし、それだけでは部落差別（同和問題）はなくなりません。 

 まったくいわれのないこのような差別を解消するためには、まず私たち一

人一人がその差別がどんなに不合理であるかを自らに問いかけ、自らの意識

を見つめなおすことが必要です。 

 差別ほど人の心を傷つけるものはありません。何気なく発したつもりの言

葉であっても、それによってはかりしれない心の痛みを覚える人がいること

を決して忘れないようにしましょう。 

部落差別（同和問題）の解消のためには 

「部落差別の解消の推進に関する法律」（平成２８年法律第１０９

号）が平成２８年１２月１６日から施行されました。 

「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」（平成３１年福岡県条

例第６号）を平成３１年３月１日に施行しました。 
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「人権問題に関する県民意識調査」 
令和３年８～１０月に、福岡県の有権者５,０００人を対象に調査を行い、   

１，８７６人の方から回答をいただきました。（全３４問） 

 

 

 

 
「同和地区の地域内」についての忌避意識を聞いたところ、「避けると思う」

が１４.１％で、「どちらかといえば避けると思う」２０．３％を合せると３４．

４％となっており、他の項目より強い忌避意識を示しています。 

 

これに「近隣に生活が困難な人が多く住んでいる」２９．１％、「近隣に外

国籍住民が多く住んでいる」２８．５％、「近くに精神科病院や障がいのある

人の施設がある」２１．０％が続いています。 

 

「小学校区が同和地区と同じ区域」は１８．８％ですが、それでも２割弱は

忌避意識を示しています。 

 

引越しや宅地建物の取引において、「同和地区の物件ですか。」、「その近

くに同和地区がありますか。」といった役所等への問い合わせが行われて

います。 

こういった問い合わせの背景には、ある土地（地域）について、「でき

れば避けたい。」といった意識（忌避意識）が残っているからではないで

しょうか。 

このように同和地区の有無を問い合わせたり、調査することは、結果と

してその土地に住む人びと全体に対する差別を助長することとなります。 

どこで暮らしているかによって差別することは人権を侵害することに

他なりません。住んでいる土地によって差別されることの問題を私たち一

人ひとりが考える必要があります。 

 
 

①同和地区の地域内

②小学校区が同和地区と同じ区域

③近隣に生活が困難な人が多く住んでいる

④近隣に外国籍住民が多く住んでいる

⑤近くに精神科病院や
障がいのある人の施設がある
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全体 （N=1,876）

避けると思う どちらかといえば避けると思う

どちらともいえない どちらかといえば避けないと思う

まったく気にしない 回答なし
単数回答（○は１つ） ※前回（2016）年調査と

回答肢が異なっています

住宅を選ぶ際に、同和地区や外国籍住民が多く住んでいる地区などを避ける

ことがあると思いますか？ 
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 福岡県は、国、市町村、企業、地域などで行われる同和問題をはじめとする人権問

題に係る啓発及び研修の推進を図るため、講師団講師あっせん事業を実施しています。    

講師団講師あっせん事業とは、国、市町村、企業、地域などの求めに応じて、講師

をあっせんするものです。 

 講師団講師は、同和問題に係る啓発・研修講師団とその他の人権問題に係る啓発・

研修講師団があり、それぞれ学識経験者、企業、行政など幅広いジャンルの講師で構

成しています。 

 

 

【費用負担について】 
 
 企業、地域などが行う研修に講師団講師をあっせんした場合の謝金・旅費について

は、福岡県が負担します。 

 

 

   

【研修情報誌「すばる」について】 
 

 講師団講師あっせん事業の概要や利用方法等を掲載した情報誌を作成しています。 

 県のホームページにも掲載していますので、御参照ください。 

 （ホームページアドレス）https://www.pref.fukuoka.lg.jp/gyosei-shiryo/subaru.html 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

問い合わせ先 

 

 

 

 

 

講 師 団 講 師 あ っ せ ん 事 業 

福岡県福祉労働部 

    人権・同和対策局調整課 

   電話   ０９２－６４３－３３２４ 

   ﾌｧｸｼﾐﾘ  ０９２－６４３－３３２６ 

企業や業界団体等が講師団講師あっせん事業を活用して研修を実施した場合は、福岡県入札

参加資格審査における地域貢献活動評価項目の人権・同和啓発研修の対象となります。 

詳しくは、福岡県ホームページから「人権・同和啓発研修」を検索してください。 
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介護現場におけるハラスメント対策 

 

 介護サービス事業所の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サ

ービス事業所に、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の

責務を踏まえつつ、ハラスメント対策を求めることになり、令和３年に一部改定され

た運営基準（省令）において、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントへの

対策が明文化されました。事業主が講ずべき措置の内容及び講じることが望ましい取

組について、新たに記載がありますので、各介護保険施設、介護サービス事業所にお

かれましては、遺漏なきようお願いします。 

ハラスメント対策を講じるにあたっては、以下の資料及び厚生労働省ホームページ

等を参考にしてください。 

 

○「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」 

（H31.4.10介護保険最新情報 Vol.718） 

 

◯ 厚生労働省ホームページ 「介護現場におけるハラスメント対策」 
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html  
 

 

みんなで目指そう！LGBTフレンドリーなまちづくり 

 

 福岡県では、ＬＧＢＴなど性的少数者の方々に対する正しい理解と認識を深め、性

的少数者の方々が安心して生活し、活躍できる社会の実現に向けた取組みを進めてい

ます。 

 この取組みの一環として、性的少数者の方々への配慮事項などについて学べるガイ

ドブックをＮＰＯ法人 Rainbow Soup（レインボースープ）と協働し作成しました。 

 また、令和４年４月から、性の多様性を認め合い、性的指向や性自認にかかわらず、

人生を共にしたい人と安心して生活することができる福岡県を目指し、「福岡県パート

ナーシップ宣誓制度」を開始しました。 

 

○「レインボーガイドブック」 

  URL https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/rainbowguidebook.html 

  

○「福岡県パートナーシップ宣誓制度」 

  URL https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuokapartnership.html 
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福岡県 

  

ＮＯ！ 
ワクチン差別 

 

 

新型コロナウイルスワクチンを接種し 
ていない方への、差別、いじめ、職場 
や学校における不利益な取扱等は決し 
て許されません。 

 

 
 
 

・体質や持病等の身体的な理由を含め、様々な理由により、ワクチンを接種すること

ができない方、望まない方もいます。 

・ワクチンの接種は強制ではなく、あくまで本人の意思に基づき受けるものであり、

接種していない方に差別的な扱いをすることのないようお願いします。  

 

【 人権相談窓口 】 

 
 

ふくおか人権ホットライン 

０９２－７２４－２６４４ 

（毎月第４金曜日 15:00～18:00） 

【弁護士による無料電話法律相談】 

みんなの人権１１０番 

０５７０－００３－１１０ 

（平日 8:30～17:15）   

インターネット人権相談 

https://www.jinken.go.jp/ 

福岡県人権・同和対策局調整課  

０９２－６４３－３３２５ 

（平日 8:30～17:15） 
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